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(57)【要約】
【課題】断層画像、弾性画像、及び血流画像を診断に適
した表示態様で表示する超音波診断装置を実現する。
【解決手段】超音波診断装置を、被検体との間で超音波
を送受信して、被検体の断層部位の組織の断層画像を生
成する断層画像構成手段と、断層部位の組織の弾性画像
を生成する弾性画像構成手段と、断層部位の血流画像を
生成する血流画像構成手段と、で構成する。そして、弾
性画像（Ｓ６）上に血流画像（Ｓ５）を重畳し（Ｓ７）
、さらに断層画像（Ｓ４）上にＳ７で生成された画像を
加算する（Ｓ８）合成画像構成手段を設ける。これによ
り、３種類の画像が１つの画像に合成されて表示される
ので、検査者は、同一視線で３種類の画像情報を得るこ
とができ、診断能を向上させることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体との間で超音波を送受信する超音波探触子と、該超音波探触子により計測された
反射エコー信号に基づいて、前記被検体の断層部位の組織の断層画像を生成する断層画像
構成手段と、前記反射エコー信号に基づいて、前記断層部位の組織の弾性画像を生成する
弾性画像構成手段と、前記超音波探触子により計測された反射エコー信号に基づいて血流
情報を求め、前記断層部位の血流画像を生成する血流画像構成手段と、前記断層画像、弾
性画像、及び血流画像の合成画像を生成する合成画像構成手段と、前記合成画像を表示す
る表示手段と、を備えてなることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記合成画像構成手段は、前記血流画像を前記弾性画像上に重畳するとともに、重畳さ
れた画像を前記断層画像上に重畳して又は加算して合成画像を生成することを特徴とする
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記弾性画像は、前記被検体に圧力を印加して計測された取得時刻の異なる１対の前記
反射エコー信号に基づくフレームデータ間の相関演算に基づいて構成され、前記合成画像
構成手段は、前記弾性画像上の前記相関演算において相関エラーとなった箇所に前記血流
画像を重畳することを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記弾性画像は、前記組織の弾性に応じて階調化された画像であり、前記合成画像構成
手段は、前記弾性画像上の全階調範囲の中から設定された階調範囲に対応する箇所に前記
血流画像を重畳することを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記表示手段に表示された前記断層画像上に、前記弾性画像用の関心領域、及び前記血
流画像用の関心領域のそれぞれを設定する関心領域設定手段を備え、前記画像合成手段は
、両関心領域の重複領域では、前記断層画像、弾性画像、及び血流画像の合成画像を生成
するとともに、前記重複領域以外の各関心領域では、前記弾性画像及び血流画像のそれぞ
れを前記断層画像上に重畳して又は加算して合成画像を生成することを特徴とする請求項
１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記弾性画像は、前記組織の弾性に応じて階調化された画像であり、前記弾性画像上の
全階調範囲の中から設定された階調範囲に対応する箇所に、血流画像用の関心領域を設定
する関心領域設定手段を備えることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記血流画像は、血流速度に応じて色相階調された画像であり、前記弾性画像は、前記
組織の弾性に応じて色相階調され、かつ半透明にされた画像であることを特徴とする請求
項１～６のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を利用して、被検体内の撮像対象部位の断層画像、生体組織の硬さ又
は軟らかさを示す弾性画像、及び撮像対象部位の血流画像を生成して表示する超音波診断
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子により被検体内部に超音波を送信するとともに、被検
体内部から生体組織の構造に応じた超音波の反射エコー信号を受信し、例えば超音波断層
像（Ｂモード像）等の断層画像を生成して診断用に表示するものである。
【０００３】
　また、超音波断層像以外にも、例えば反射エコー信号の超音波周波数は血球の移動によ
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りドプラシフトする性質を利用して、反射エコー信号についてドプラ復調、血流演算など
を行って血流画像を生成することが知られている。
【０００４】
　また、近年、手動又は機械的な方法により超音波探触子で被検体を圧迫しながら反射エ
コー信号を計測し、計測時間が異なる２つの反射エコー信号のフレームデータに基づいて
圧迫により生じた生体各部の変位を求め、その変位データに基づいて生体組織の弾性を表
す弾性画像を生成することが行われている。
【０００５】
　ところで、特許文献１には、断層画像と弾性画像とを同時に、或いは交互に計測し、そ
れらを画像表示装置の同一画面上に表示することが記載されている。また、特許文献２に
は、断層画像に、弾性画像や血流画像を重ねて、或いは嵌め込んで表示することが記載さ
れている。これによれば、断層画像で被検体の患部の全体を観察しながら、弾性画像や血
流画像を別の観点から観察することができるとされている。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－０６０８５３号公報
【特許文献２】特開２００６－３４０７４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１，２に記載された技術には、断層画像、弾性画像、及び血流
画像の３種類の画像の表示による総合診断能の向上にさらなる余地が残されている。
【０００８】
　すなわち、特許文献１，２の技術は、断層画像上に弾性画像を重ね合わせて表示したり
、或いは断層画像上に血流画像を重ね合わせて表示したり、又は、これらの重ね合わせた
画像を同一画面上に並列表示するものである。例えば並列表示した場合は、３種類の画像
が同一画面上に現れることにはなるが、これでは、検査者は画像診断に際して両画像間で
視線の移動を伴うので、関心部位の３種類の画像情報を総合的に判断することに困難が伴
う場合がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、断層画像、弾性画像、及び血流画像を診断に適した表示態様で表示
する超音波診断装置を実現することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の超音波診断装置は、被検体との間で超音波を送受信
する超音波探触子と、超音波探触子により計測された反射エコー信号に基づいて、被検体
の断層部位の組織の断層画像を生成する断層画像構成手段と、反射エコー信号に基づいて
、断層部位の組織の弾性画像を生成する弾性画像構成手段と、超音波探触子により計測さ
れた反射エコー信号に基づいて血流情報を求め、断層部位の血流画像を生成する血流画像
構成手段と、断層画像、弾性画像、及び血流画像の合成画像を生成する合成画像構成手段
と、合成画像を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　すなわち、合成画像構成手段によって、同一断層部位における断層画像、弾性画像、及
び血流画像の３種類の画像が１つの画像に合成されて表示されるので、検査者は、同一視
線で３種類の画像情報を得ることができる。したがって、３種類の画像情報からの総合診
断能を向上させながら、検査時間を短縮して検査効率を向上することができる。
【００１２】
　この場合において、合成画像構成手段による３種類の画像の具体的な合成手法は、以下
の３態様を採用することができる。
【００１３】
　まず、第１態様は、血流画像を前記弾性画像上に重畳するとともに、重畳された画像を
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断層画像上に重畳して又は加算して合成画像を生成するものである。つまり、合成された
画像は、断層部位の全体の組織構造を表す白黒断層画像が最背面となり、この断層画像上
に、組織弾性に応じて例えば色相階調され半透明化された弾性画像が中間面として加算さ
れ、さらに、この画像上の最前面に、血流速度に応じて例えば色相階調された血流画像が
重畳された画像となる。
【００１４】
　このように弾性画像を半透明化して加算することにより、同一組織の構造情報と弾性情
報という異なる情報を同時に観察することができ、診断能を向上することができる。また
、一般的に断層部位の全体に対する血流が占める領域は小さいので、血流画像は、透過さ
せずカラーで最前面に表示して検査者が見えやすくするものである。
【００１５】
　次に、第２態様は、弾性画像が、被検体に圧力を印加して計測された取得時刻の異なる
１対の反射エコー信号に基づくフレームデータ間の相関演算に基づいて構成される場合に
おいて、弾性画像上の相関演算において相関エラーとなった箇所にのみ血流画像を重畳す
るものである。そして、この重畳された画像を、断層画像上に重畳して又は加算して合成
画像を生成するのは第１態様と同様である。
【００１６】
　これは、血流画像を常に最前面に優先表示するのではなく、相関エラーにより弾性画像
が生成されない箇所に限って血流画像を重畳、言い換えれば重ね合わせて表示するもので
ある。これによれば、例えば、断層画像と弾性画像との合成画像をメインで観察しながら
も、弾性画像を構成する際にノイズ若しくは演算ミスなどに起因して相関エラーとなって
画像情報が欠損するアーチファクト部には、血流画像があれば補充的に重畳することがで
きる。その結果、３画像情報による総合診断に適した合成画像を提供することができる。
また、これによれば、アーチファクトにより弾性画像が構成されていない箇所が、血流の
影響によるものなのか、それとも他の要因によるものなのかを判断することができる。
【００１７】
　そして、第３態様は、弾性画像が、組織の弾性に応じて階調化された画像である場合に
おいて、弾性画像上の全階調範囲の中から設定された階調範囲に対応する箇所に血流画像
を重畳するものである。そして、この重畳された画像を、断層画像上に重畳して又は加算
して合成画像を生成するのは第１態様と同様である。
【００１８】
　これは、血流画像を常に最前面に優先表示するのではなく、弾性画像の中から例えば検
査者により選択された、或いは予め設定されている階調範囲に対応する箇所に血流画像を
重畳表示するものである。これによれば、断層部位の中でも検査者が真に観察したい組織
に絞って血流画像を表示させることができ、診断に適した合成画像を提供することができ
る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、断層画像、弾性画像、及び血流画像を診断に適した表示態様で表示す
る超音波診断装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を適用してなる超音波診断装置の実施例を説明する。なお、以下の説明で
は、同一機能部品については同一符号を付して重複説明を省略する。
【００２１】
　図１は本発明を適用した超音波診断装置の基本構成を示すブロック図である。図１に示
すように、超音波診断装置１には、被検体１０に当接させて用いる超音波探触子１２と、
超音波探触子１２を介して被検体１０に時間間隔をおいて超音波を繰り返し送信する送信
部１４と、被検体１０から発生する時系列の反射エコー信号を受信する受信部１６と、送
信部１４と受信部１６を制御する送受信制御部１７と、受信部１６で受信された反射エコ
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ーを整相加算する整相加算部１８とが備えられている。
【００２２】
　また、整相加算部１８からのＲＦ信号フレームデータに基づいて被検体の濃淡断層画像
、例えば白黒断層画像を構成する断層画像構成部２０と、断層画像構成部２０の出力信号
を画像表示器２６の表示に合うように変換する白黒スキャンコンバータ２２とが備えられ
ている。
【００２３】
　また、整相加算部１８から出力されるＲＦ信号フレームデータを記憶し、少なくとも２
枚のフレームデータを選択するＲＦフレームデータ選択部２８と、被検体１０の生体組織
の変位を計測する変位計測部３０と、変位計測部３０で計測された変位情報から歪み又は
弾性率を求める弾性情報演算部３２と、弾性情報演算部３２での弾性演算エラーの評価な
どを行うエラー評価部３３と、弾性情報演算部３２で演算した歪み又は弾性率からカラー
弾性画像を構成する弾性画像構成部３４と、弾性画像構成部３４の出力信号を画像表示器
２６の表示に合うように変換するカラースキャンコンバータ３６とが備えられている。
【００２４】
　また、整相加算部１８から出力されるＲＦ信号フレームデータに対してドプラ復調など
の演算を行うドプラ復調部４７と、ドプラ復調部４７の出力信号を血流情報に変換する血
流演算部４８と、血流演算部４８からの出力信号に平滑処理やフレーム相関などの画像処
理を行う画像処理部４９と、画像処理部４９からの出力信号を、画像表示器２６の表示に
合うように変換するカラースキャンコンバータ５０などが備えられている。
【００２５】
　また、弾性情報演算部３２、エラー評価部３３、弾性画像構成部３４、及びカラースキ
ャンコンバータ３６，５０などを制御する画像制御部４４と、画像制御部４４に指示を与
えるインターフェイス部４２とが備えられている。
【００２６】
　そして、白黒スキャンコンバータ２２，カラースキャンコンバータ３６，カラースキャ
ンコンバータ５０からそれぞれ出力される白黒断層画像、カラー弾性画像、及び血流画像
の３画像の合成画像を生成する本発明の特徴部である合成画像構成部２４と、合成画像を
表示する画像表示器２６が備えられている。
【００２７】
　ここで、超音波診断装置１について詳細に説明する。超音波探触子１２は、複数の振動
子を配設して形成されており、被検体１０に振動子を介して超音波を送受信する機能を有
している。送信部１４は、超音波探触子１２を駆動して超音波を発生させるための送波パ
ルスを生成するとともに、送信される超音波の収束点をある深さに設定する機能を有して
いる。また、受信部１６は、超音波探触子１２で受信した反射エコー信号について所定の
ゲインで増幅してＲＦ信号、すなわち受波信号を生成するものである。整相加算部１８は
、受信部１６で増幅されたＲＦ信号を入力して位相制御し、一点又は複数の収束点に対し
超音波ビームを形成してＲＦ信号フレームデータを生成するものである。
【００２８】
　断層画像構成部２０は、整相加算部１８からのＲＦ信号フレームデータを入力してゲイ
ン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィルタ処理等の信号処理を行い、断層画像データ
を得るものである。また、白黒スキャンコンバータ２２は、断層画像構成部２０からの断
層画像データをデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器と、変換された複数の断層画像デー
タを時系列に記憶するフレームメモリと、制御コントローラを含んで構成されている。こ
の白黒スキャンコンバータ２２は、フレームメモリに格納された被検体内の断層フレーム
データを１画像として取得し、取得された断像フレームデータをテレビ同期で読み出すも
のである。
【００２９】
　ＲＦフレームデータ選択部２８は、整相加算部１８からの複数のＲＦ信号フレームデー
タを格納し、格納されたＲＦ信号フレームデータ群から１組すなわち２つのＲＦ信号フレ
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ームデータを選択する。例えば、整相加算部１８から時系列に画像のフレームレートに基
づいて生成されるＲＦ信号フレームデータをＲＦフレームデータ選択部２８に順次記憶し
、記憶されたＲＦ信号フレームデータ（Ｎ）を第１のデータとして選択すると同時に、時
間的に過去に記憶されたＲＦ信号フレームデータ群（Ｎ－１、Ｎ－２、Ｎ－３…Ｎ－Ｍ）
の中から１つのＲＦ信号フレームデータ（Ｘ）を選択する。なお、ここでＮ、Ｍ、ＸはＲ
Ｆ信号フレームデータに付されたインデックス番号であり、自然数とする。
【００３０】
　そして、変位計測部３０は、選択された１組のデータすなわちＲＦ信号フレームデータ
（Ｎ）及びＲＦ信号フレームデータ（Ｘ）から１次元或いは２次元相関処理を行って、断
層画像の各点に対応する生体組織における変位や移動ベクトルすなわち変位の方向と大き
さに関する１次元又は２次元変位分布を求める。ここで、移動ベクトルの検出にはブロッ
クマッチング法を用いる。ブロックマッチング法とは、画像を例えばＮ×Ｎ画素からなる
ブロックに分け、関心領域内のブロックに着目し、着目しているブロックに最も近似して
いるブロックを前のフレームから探し、これを参照して予測符号化すなわち差分により標
本値を決定する処理を行う。
【００３１】
　弾性情報演算部３２は、変位計測部３０から出力される計測値、例えば移動ベクトルと
、圧力計測部４６から出力される圧力値とから断層画像上の各点に対応する生体組織の歪
みや弾性率を演算し、その歪みや弾性率に基づいて弾性画像信号すなわち弾性フレームデ
ータを生成するものである。
【００３２】
　このとき、歪みのデータは、生体組織の移動量例えば変位を空間微分することによって
算出される。また、弾性率のデータは、圧力の変化を歪みの変化で除することによって計
算される。例えば、変位計測部３０により計測された変位をＬ（Ｘ）、圧力計測部４６に
より計測された圧力をＰ（Ｘ）とすると、歪み△Ｓ（Ｘ）は、Ｌ（Ｘ）を空間微分するこ
とによって算出することができるから、△Ｓ（Ｘ）＝△Ｌ（Ｘ）／△Ｘという式を用いて
求められる。また、弾性率データのヤング率Ｙｍ（Ｘ）は、Ｙｍ＝（△Ｐ（Ｘ））／△Ｓ
（Ｘ）という式によって算出される。このヤング率Ｙｍから断層画像の各点に相当する生
体組織の弾性率が求められるので、２次元の弾性画像データを連続的に得ることができる
。なお、ヤング率とは、物体に加えられた単純引張り応力と、引張りに平行に生じる歪み
に対する比である。
【００３３】
　エラー評価部３３は、変位計測部３０で相関演算を行った際に、例えば無エコー部、ガ
ス部、血流部などで相関演算エラーとなったアーチファクト部を抽出する機能を有してい
る。
【００３４】
　弾性画像構成部３４は、フレームメモリと画像処理部とを含んで構成されており、弾性
情報演算部３２から時系列に出力される弾性フレームデータをフレームメモリに確保し、
確保されたフレームデータに対し画像処理を行うものである。
【００３５】
　カラースキャンコンバータ３６は、弾性画像構成部３４からの弾性フレームデータに色
相情報を付与する機能を有したものである。つまり、弾性フレームデータに基づいて光の
３原色すなわち赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）に変換するものである。例えば、歪みが大
きい弾性データを赤色コードに変換すると同時に、歪みが小さい弾性データを青色コード
に変換する。
【００３６】
　そして、本発明の特徴部である合成画像構成部２４は、フレームメモリと、画像処理部
と、画像選択部とを備えて構成されている。ここで、フレームメモリは、白黒スキャンコ
ンバータ２２からの断層画像データとカラースキャンコンバータ３６，５０からの弾性画
像データ，血流画像データとを格納するものである。
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【００３７】
　また、画像処理部は、フレームメモリに確保された断層画像データ，弾性画像データ、
及び血流画像データの合成処理を行う。具体的な合成処理内容は後述する。さらに、画像
選択部は、フレームメモリ内の断層画像データ、弾性画像データ、血流画像データ、及び
画像処理部の合成画像データのうちから画像表示器２６に表示する画像を選択するもので
ある。
【００３８】
　以下、本発明の特徴部である合成画像構成部２４の詳細について、実施例ごとに説明す
る。
【実施例１】
【００３９】
　図２は、第１実施例の画像合成処理の概念図である。図２に示すように、まず、断層画
像の生成用の超音波送受信（Ｓ１）、血流画像の生成用の超音波送受信（Ｓ２）、弾性画
像の生成用の超音波送受信（Ｓ３）をそれぞれ行う。また、これらの処理と並列して、断
層画像の構築処理（Ｓ４）、血流画像の構築処理（Ｓ５）、弾性画像の構築処理（Ｓ６）
を行う。
【００４０】
　ここで、断層画像の生成用の超音波送受信と弾性画像の生成用の超音波送受信とを別の
処理としているが、これらは共通の処理とすることもできる。つまり、断層画像の生成用
の超音波送受信により得られたＲＦ信号フレームデータを、弾性画像の生成にも用いるこ
とができる。
【００４１】
　次に、弾性画像上に血流画像を重畳する（Ｓ７）。ここで、重畳とは弾性画像上に血流
画像を重ね合わせることであり、血流画像が生成された箇所は、常に血流画像が優先して
カラー表示されることとなる。ただし、この弾性画像と血流画像との表示優先度を選択で
きるようにしてもよい。
【００４２】
　続いて、Ｓ７で合成された画像と断層画像の合成を行う（Ｓ８）。ここでの合成は、例
えば、弾性画像を半透明カラー表示として断層画像上に加算するものである。つまり、合
成画像の各画素の輝度情報及び色相情報は、白黒断層画像とカラー弾性画像との各情報を
、任意に設定可能な合成割合で加算したものとなる。そして、Ｓ８で合成処理された画像
を画像表示器２６に表示する（Ｓ９）。
【００４３】
　ここで、図３に、被検体の筋肉、脂肪、甲状腺、腫瘍、頚動脈などの各組織を撮像した
ときの断層画像のみの表示（ａ）と、上述の合成処理により生成された合成画像の表示（
ｂ）を模式的に示す。この合成画像は、一般的に断層部位の全体に対する存在領域の小さ
い血流画像を、カラーで最前面に表示して検査者に見えやすくするものである。さらに、
弾性画像を半透明カラー表示として断層画像上に加算して、組織の弾性情報及び形態情報
を同時に観察できるようにしたものである。これによれば、例えば、腫瘍の硬さ情報、形
態情報などを観察しながら、さらに腫瘍上の血流の走向を鮮明に観察でき、３種類の画像
情報からの総合的な診断能の向上を図ることができる。
【実施例２】
【００４４】
　図４は、第２実施例の画像合成処理の概念図である。Ｓ１１～Ｓ１６の処理は第１実施
例と同様であるので説明を省略する。本実施例では、図４に示すように弾性画像の構築処
理後に、弾性画像のアーチファクト部抽出処理を行う（Ｓ１７）。具体的には、変位計測
部３０での１組のＲＦ信号フレームデータ間の相関演算の際に、相関エラーとなった部位
をエラー評価部３３がアーチファクト部として抽出する。相関エラーとなる部位とは、例
えば、適切な相関が取れず、弾性画像を作成できない部位である。
【００４５】
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　続いて、血流画像のうち、アーチファクト部と重複する箇所のみを抽出し（Ｓ１８）、
Ｓ１６で生成された弾性画像上に、抽出された血流画像を重畳する（Ｓ１９）。ここでの
重畳処理は、第１実施例と同様に、弾性画像上に抽出された血流画像を重ね合わせるもの
である。そして、その後は第１実施例と同様に、Ｓ１９で重畳された画像と、Ｓ１４で生
成された断層画像とを合成し（Ｓ２０）、合成された画像を表示処理する（Ｓ２１）。
【００４６】
　このように、本実施例は、生成された血流画像を常に優先表示するのではなく、相関エ
ラーにより弾性画像が生成されない箇所に限って血流画像を重畳して表示するものである
。
【００４７】
　図５に、被検体の脂肪、血管などの各組織を撮像したときの断層画像のみの表示（ａ）
と、上述の合成処理により生成された合成画像の表示（ｂ）を模式的に示す。弾性画像は
、上述したように、ＲＦ信号フレームデータ間の相関演算により変位を算出し、空間微分
を介して、歪み演算、弾性率演算を行う。そのため、無エコー部やガス部、血流部におい
ては適切な相関がとれず、弾性画像を構築することは困難であり、例えばアーチファクト
として画像化されるか、若しくは除外（リジェクション）されて表示される。そこで、こ
の除外部分に限って血流画像があれば重畳して、検査者により多くの被検体の情報を与え
ている。
【００４８】
　このように、相関エラーによるリジェクション領域に血流画像があれば付加的に重畳す
るので、例えば、断層画像と弾性画像との合成画像をメインで観察しながらも、血流情報
も併せて３画像情報による総合診断をすることができる。　
　また、これによれば、アーチファクトにより弾性画像が構成されていない箇所が、血流
の影響によるものなのか、それとも他の要因によるものなのかを判断することができる。
さらに、弾性画像生成過程で既に持っているパラメータを用いるため、半透明等の複雑な
処理をすることなく、弾性画像と血流画像の表示領域の決定を容易にすることができる。
【実施例３】
【００４９】
　図６は、第３実施例の画像合成処理の概念図である。Ｓ３１～Ｓ３６の処理は第１実施
例と同様であるので説明を省略する。本実施例では、画像表示器２６上に例えば図７に示
すような弾性画像の階調カラーバーを表示させ、検査者に、全階調範囲の中から任意の階
調領域を選択可能としている。つまり、弾性画像は、上述したように組織の弾性値に応じ
て色相階調されるものであるので、この色相階調をカラーバーとして画像表示器２６上に
表示させ、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル、トラックボールなど周知のユー
ザーインターフェースを用いて検査者に弾性範囲を設定させる（Ｓ３７）。
【００５０】
　続いて、選択された弾性範囲に対応する弾性画像を抽出し（Ｓ３８）、抽出された弾性
画像に対応する箇所の表示用血流画像を抽出する（Ｓ３９）。そして、Ｓ３６で生成され
た弾性画像上に、抽出された血流画像を重畳する（Ｓ４０）。ここでの重畳処理は、第１
実施例と同様に、弾性画像上に抽出された血流画像を重ね合わせるものである。そして、
その後は第１実施例と同様に、Ｓ４０で重畳された画像と、Ｓ３４で生成された断層画像
とを合成し（Ｓ４１）、合成された画像を表示処理する（Ｓ４２）。
【００５１】
　このように、本実施例は、カラーバー上にて任意に血流情報のレンジを選択できるよう
にし、それを画面上に表示するものである。これによれば、実施例１のように、弾性像上
に全ての血流画像を優先表示するのではなく、任意の範囲だけを表示することができる。
その結果、断層部位の中でも検査者が真に観察したい組織に絞って血流画像を表示させる
ことができ、検査者の視認性の向上を図ることができる。
【００５２】
　なお、本実施例のように、カラーバーを用いて弾性値の範囲を選択するだけでなく、例
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えば、弾性値の数値範囲を入力するなど、様々な選択手法を採用することができる。また
、例えば、組織が硬くなっている部分を病変部とみなして、この硬くなった部分を３種類
の画像情報から集中的に診断したい場合などは、その都度選択するのではなく、予め血流
画像を表示させる弾性値の範囲を設定しておいてもよい。
【実施例４】
【００５３】
　図８は、第４実施例の画像合成処理の概念図である。Ｓ５１～Ｓ５６の処理は、超音波
を送受信してそれぞれの画像を生成するという点は上述の各実施例と同様である。しかし
、上述の各実施例では、断層部位の領域全体に対して断層画像、弾性画像、及び血流画像
を生成するのに対して、本実施例は、超音波診断装置の処理能力と画像のフレームレート
との関係、或いは検査者の視認性などの観点から、弾性画像と血流画像については関心領
域を設定するものである。
【００５４】
　つまり、まず、Ｓ５１，Ｓ５４の処理により生成された断層画像を画像表示器２６に表
示させ、被検体の組織構造を検査者に与える。そして、検査者はこの画像を参照しながら
、ユーザーインターフェースを介して弾性画像、血流画像のそれぞれに対して関心領域（
以下、ＲＯＩという。）を設定する（Ｓ５７）。
【００５５】
　続いて、設定された複数のＲＯＩにおける弾性画像、及び血流画像を生成し（Ｓ５５，
Ｓ５６）、生成された弾性画像及び血流画像が重複する領域については両画像を合成する
（Ｓ５８）。ここでの合成は、上述の各実施例で説明した弾性画像と血流画像との重畳処
理のいずれかを採用することができる。そして、その後は第１実施例と同様に、Ｓ５８で
重畳された画像と、Ｓ５４で生成された断層画像とを合成し（Ｓ５９）、合成された画像
を表示処理する（Ｓ６０）。
【００５６】
　図９に、被検体の脂肪、筋肉、甲状腺、腫瘍、頚動脈などの各組織を撮像したときの断
層画像のみの表示（ａ）と、上述の合成処理により生成された合成画像の表示（ｂ）を模
式的に示す。このように、設定されたＲＯＩ内にのみ、弾性画像及び血流画像が表示され
るので、例えば腫瘍など検査者が注目する部位にのみ、断層画像、弾性画像、及び血流画
像の３画像情報を表示することができる。
【００５７】
　これによれば、検査者は、注目する組織の構造情報と弾性情報という異なる情報、及び
この組織上の血流の走行状況、という３種類の画像情報を同一視線で得ることができるの
で、総合診断能を向上させながら、検査時間を短縮して検査効率を向上することができる
。
【００５８】
　一方、弾性画像用のＲＯＩと血流画像用のＲＯＩとが重複しない箇所については、図１
０に示すように、弾性画像及び血流画像が、それぞれ断層画像と合成される。ここで、弾
性画像と断層画像とを合成する場合は、弾性画像を半透明カラー表示として断層画像上に
加算してもよいし、半透明化せずに断層画像上に重畳してもよい。また、血流画像と断層
画像との合成については、血流画像を断層画像上に重畳すればよい。
【００５９】
　ここで、本実施例では、検査者が弾性画像に対するＲＯＩ、血流画像に対するＲＯＩを
それぞれ設定する場合を説明したが、例えば、両画像に対するＲＯＩを共通化させて、断
層画像を参照しながら１回のＲＯＩ設定で、そのＲＯＩに対する弾性画像及び血流画像を
生成して合成表示してもよい。
【００６０】
　また、例えば、断層画像を参照しながら弾性画像用のＲＯＩを設定すると、このＲＯＩ
における弾性画像が生成され、弾性画像上の全階調範囲の中から予め設定された階調範囲
に対応する箇所に、血流画像用のＲＯＩが自動設定されるように関心領域設定部を設けて
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理をして表示すればよい。
【００６１】
　以上、本発明の超音波診断装置の合成画像構成部の各実施例について説明したが、上述
の各実施例において、弾性画像と血流画像とを同時に表示させる場合に、弾性値の階調と
表示色との対応を示すカラーバー、血流速度の階調と表示色との対応をしめすカラーバー
を表示させてもよい。また、予め血流速度の閾値を設定できるようにして、閾値より速い
又は遅い、或いは設定閾値の範囲内の血流画像のみを表示するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の超音波診断装置の基本構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施例の画像合成処理の概念図である。
【図３】被検体の各組織の断層画像のみの表示（ａ）と、第１実施例の合成処理により生
成された合成画像の表示（ｂ）を模式的に示す図である。
【図４】第２実施例の画像合成処理の概念図である。
【図５】被検体の各組織の断層画像のみの表示（ａ）と、第２実施例の合成処理により生
成された合成画像の表示（ｂ）を模式的に示す図である。
【図６】第２実施例の画像合成処理の概念図である。
【図７】弾性画像の階調カラーバーの表示により、検査者に、任意の階調領域を選択させ
る概念図である。
【図８】第４実施例の画像合成処理の概念図である。
【図９】被検体の各組織の断層画像のみの表示（ａ）と、第４実施例の合成処理（弾性画
像用のＲＯＩと血流画像用のＲＯＩが重複する場合）により生成された合成画像の表示（
ｂ）を模式的に示す図である。
【図１０】被検体の各組織の断層画像のみの表示（ａ）と、第４実施例の合成処理（弾性
画像用のＲＯＩと血流画像用のＲＯＩが重複しない場合）により生成された合成画像の表
示（ｂ）を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【００６３】
１　超音波診断装置
１０　被検体
１２　超音波探触子
２０　断層画像構成部
２２　白黒スキャンコンバータ
２４　合成画像構成部
２６　画像表示器
２８　ＲＦフレームデータ選択部
３０　変位計測部
３２　弾性情報演算部
３３　エラー評価部
３４　弾性画像構成部
３６，５０　カラースキャンコンバータ
４４　画像制御部
４７　ドプラ復調部
４８　血流演算部
４９　画像処理部



(11) JP 2008-284287 A 2008.11.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2008-284287 A 2008.11.27

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(13) JP 2008-284287 A 2008.11.27

【図９】 【図１０】



专利名称(译) 超声诊断设备

公开(公告)号 JP2008284287A 公开(公告)日 2008-11-27

申请号 JP2007134334 申请日 2007-05-21

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立医药

申请(专利权)人(译) 株式会社日立メディコ

[标]发明人 脇康治
村山直之

发明人 脇 康治
村山 直之

IPC分类号 A61B8/08 A61B8/06

FI分类号 A61B8/08 A61B8/06 A61B8/14

F-TERM分类号 4C601/BB02 4C601/DD03 4C601/DD19 4C601/DD23 4C601/DE04 4C601/EE09 4C601/JC21 4C601
/JC23 4C601/JC37 4C601/KK02 4C601/KK03 4C601/KK12 4C601/KK19 4C601/KK24

其他公开文献 JP5074097B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种超声诊断设备，能够以适于诊断的显示模式显
示断层图像，弹性图像和血流图像。解决方案：超声诊断设备包括断层
图像合成装置，用于向对象发送/接收超声波，以及生成对象片段的组织
的断层图像，弹性图像合成装置，用于生成组织的弹性图像片段和血流
图像构成装置的一部分，用于产生对象部分的血流图像。还提供合成图
像合成装置以将血流图像S5组合在弹性图像S6上（S7），并将在S7处
生成的图像添加到断层图像S4上（S8）。因此，在要显示的单个图像中
合成三种图像，使得检查者能够在一个视图中获得三种图像信息以提高
诊断能力。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9063ab8d-28be-40a7-96f4-671a32f33214
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040144573/publication/JP2008284287A?q=JP2008284287A

